
今月は、固定資産税・都市計画税 第４期の納入月です。

市税納入休日相談日は 25日（日）８時 45分～ 17時 15分です。

　
　
　

市
役
所
い
ん
ふ
ぉ
め
。

は部局の名称 は担当の施設場所 は問い合わせ先電話番号です。
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排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資
格

の
有
効
期
間
は
５
年
間
で
す
。
資
格

登
録
者
は
５
年
ご
と
に
資
格
登
録
更

新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

更
新
対
象
者
に
は
、
資
格
登
録
更

新
実
施
案
内
と
申
込
書
な
ど
を
後
日

郵
送
し
ま
す
の
で
、
定
め
ら
れ
た
期

間
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
平
成
20
年
度
に
北
海
道
排
水

設
備
工
事
責
任
技
術
者
試
験
に
合
格

し
た
方
、
ま
た
は
資
格
登
録
更
新
手

続
き
を
行
っ
た
方
で
、
資
格
登
録
期

間
が
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
の
方

【
手
続
き
期
間
】
平
成
25
年
１
月
15
日

～
23
日　

（
９
時
～
12
時
と
13
時
～
15

時
30
分
）

【
手
数
料
】
６
，
０
０
０
円

※
更
新
手
数
料
（
更
新
用
テ
キ
ス
ト
代

含
）
と
資
格
認
定
証
交
付
等
手
数
料
。

資格

水道局
庁舎１階

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
資

格
登
録
更
新
の
ご
案
内

管
路
維
持
課

給
排
水
係

(23)
１
７
０
７

募集

本庁舎
４階44番

季
節
労
働
者
の
方
へ

冬
期
就
労
の
ご
案
内

商
業
労
働
課
労
政
係

(24)
０
６
０
２

【
募
集
人
員
】
８
人

【
作
業
内
容
】
公
共
施
設
の
除
雪
な
ど

【
対
象
】
市
内
に
居
住
す
る
70
歳
未
満

の
季
節
労
働
者
で
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か

に
あ
て
は
ま
る
体
力
に
自
信
が
あ
る
方

【
期
間
】
平
成
25
年
１
月
下
旬
か
ら
22

日
間
予
定

【
賃
金
】
１
日
８
，
０
０
０
円

▼
雇
用
保
険
特
例
一
時
金
の
受
給
資
格
者

▼
平
成
24
年
４
月
１
日
以
降
、
季
節
的

　

業
務
に
２
か
月
以
上
従
事
し
、
１
週

　

間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上

　

の
方

【
申
込
書
類
】
①
履
歴
書
（
市
指
定
用

紙
）　

②
自
動
車
運
転
免
許
証
か
健
康

保
険
証　

③
除
雪
作
業
員
健
康
状
況

調
査
票　

④
季
節
労
働
者
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
雇
用
保
険

特
例
受
給
資
格
者
証
な
ど
）

　

心
の
悩
み
に
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
専
門
的
な
立
場
で
助
言
や
援

助
を
し
ま
す
。

【
対
象
】
児
童
・
生
徒
、
保
護
者
な
ど

【
と
き
】
11
月
13
日

（火）
、
30
日

（金）
、
12

月
14
日

（金）
、
25
日

（火）
、
平
成
25
年
１

月
８
日

（火）
、
15
日

（火）　

（
10
時
～
17
時
）

【
と
こ
ろ
】
教
育
委
員
会
２
階
相
談
室

※
相
談
日
の
前
日
ま
で
に
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。

相談

教育委員会
庁舎２階

い
じ
め
や
不
登
校
な
ど
心
の
悩

み
を
ご
相
談
く
だ
さ
い

青
少
年
課

生
徒
指
導
係

(24)
０
８
５
９

　

つ
ぎ
の
内
容
に
あ
て
は
ま
る
方
は
、

子
ど
も
の
福
祉
の
た
め
に
児
童
扶
養

手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
請
求
で
き
る
方
】

●
児
童
扶
養
手
当

　

離
婚
や
死
別
な
ど
に
よ
り
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

満
18
歳
未
満
（
18
歳
に
達
す
る
年
度

末
ま
で
。
た
だ
し
、
心
身
に
障
が
い

が
あ
る
と
き
は
満
20
歳
未
満
）
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
ま
た

は
養
育
者

※
公
的
年
金
を
受
給
で
き
る
方
や
児

童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
な

ど
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る
方
は
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

満
20
歳
未
満
で
、
身
体
や
精
神
に

一
定
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

※
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と

き
な
ど
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る
方
は
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

※
①
と
③
は
商
業
労
働
課
で
配
布
。

【
申
込
期
限
】
11
月
30
日

（金）

子育て

本庁舎
１階６番

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
お
知
ら
せ

子
育
て
推
進
課

子
育
て
支
援
係

(24)
０
３
２
８


